
【幹 事】 鹿児島県 県立病院局 県立病院課
【参加県】 佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

医薬品等の共同購入や価格情報の共有化を図ることにより、県立病院の経営収支の改善につなげ、地域
に生活する住民が安心して医療サービスを受けられるようにする。

１．医薬品等の共同購入の検討
・平成１９年６月 取組開始
・平成１９年７月 事前調査の実施
・平成１９年８～９月 九州各県県立病院課長等連絡会等の開催

※各県で協議を行ったが、「共同購入以外の品目の価格上昇や共通品目の整理など解決すべき課題が
多い。」「各県独自にＳＰＤ（物品管理システム）を導入しているため、共同購入実施に新たなコストが
かかる。」等の意見が出され、現在のところ、共同購入は実現していない。

２．医薬品等の価格情報の共有化
・平成２０年１０月～現在
九州各県県立病院主管課長会議等を通じて、各県の医薬品等の価格情報を相互提供するなど情報交換
を実施。

県立病院の経営収支の改善に向け、引き続き、九州各県県立病院担当者会議等を通じて、医薬品等の
価格情報の相互提供など、各県間での情報交換を実施。

「県立病院の連携」 （Ｈ１９．６～）

今後の課題・取組

取組内容・成果

目 的

○共有している医薬品等の価格情報の例


